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こ
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統
計
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平
成
1
9
年
法
律
第
5
3
号
）
」
に
基
づ
く
基
幹
統
計
調
査
で
、
調
査
に
回
答
す
る
義
務

（
報
告
義
務
）
が
あ
り
ま
す
。

　
調
査
関
係
者
が
調
査
内
容
を
他
に
漏
ら
す
こ
と
や
、
調
査
内
容
を
「
統
計
法
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
利
用
目
的
以

外
（
例
え
ば
徴
税
資
料
な
ど
）
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
統
計
法
に
よ
り
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
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要
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年
●
⽉
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で
に
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ン
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ー
ネ
ッ
ト
⼜
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郵
送
に
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ご
回
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さ
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し
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り
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す
。
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て
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の
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査
ガ
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ド
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お
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だ

さ
い
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◆
郵
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に
よ
る
回
答
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査
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上
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回

答
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だ
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統
計
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。
調

査
票
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報

の
秘

密
の
保

護
に
万
全

を
期

し
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。
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ン
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ー
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ッ
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に

よ
る
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回
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を
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し
て

お
り

ま
す

。
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封
の

『
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ラ
イ
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査

ガ
イ
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覧
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イ
ン
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に
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。
詳
し
く
は
同
封
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オ
ン
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査

ガ
イ
ド
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を
ご
覧

く
だ

さ
い
。

別添５
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  別添６ 

行動変化のための認知向上について 

 

１ 封筒 

封筒は調査客体が最初に目にする調査資材である。そのため、中身を開ける前からオンラインの実

施について認知できるように、開封時のフタ部分と表面の下部に大きく表現した。 

＜封筒フタ部分＞ 

 

＜封筒下部＞ 

 

より認知しやすいよう、 
関⼼を⽰すように優先的に配置 
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- 2 - 

２ ご協力のお願い 

封筒の 1 枚目の資材に置かれるご協力のお願いに当たっても目立つようにオンライン回答への誘導

を表現した。また、オンラインへの障壁を少しでも軽減するために政府統計オンライン調査総合窓口の

WEB サイト URL を QR コードとして掲載した。 

 

 

  

「⼿軽さ」「便利さ」を表現 
URL の⼊⼒や検索は⼿間が多い。 

⼿間は障壁となるため、簡易にアクセ
スできるように QR コードを掲載 
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３ ログイン情報 

ログイン情報は、オンラインへの興味が湧いた調査客体が詳しく目にする調査資材であると考える。

特にログイン式の WEB サイトにおいては、ログインの仕方のわかりにくさが障壁となるため、ログイン

情報自体をわかりやすく記載すると同時に、画像付きで気軽にアクセスしてもらえるように表現した。 

 

 

 

  

⼤きくわかりやすく表現。 
また、ID の⼊⼒間違いを防ぐために 

読みがなを記載。 

画像付きでどのような画⾯なら 
問題ないかを視覚的に表現。 
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４ オンライン調査ガイド 

ログイン情報は、オンラインへの興味が湧いた調査客体が詳しく目にする調査資材であると考える。

改善前のオンライン調査ガイドは簡易版と通常版の２種類が存在し、さらには調査票種類ごとに版が異

なった。同じ内容のものが２種あることは調査客体に混乱をもたらしやすく、わかりにくさを助長する

と考えられる。また、調査票ごとに版が異なるのは設問ごとに入力方法を丁寧に説明しているためであ

るが、オンライン上の入力方法の違いは概ね４種類に程度の差しかない。そのため、これらは統一し１

種の調査資材とすることで、概ね 15～20 ページ程度あったオンライン調査ガイドについて 10 ページの

軽減となった。これにより、「いざオンライン回答をやろう」と思った調査客体の出鼻をくじかないよ

うに配慮して作成した。 
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１ ２ ３ ４ ５ ６

2023年漁業センサス 漁業経営体調査票Ⅰ（個⼈経営体⽤）

１ 過去１年間（令和４年11⽉１⽇〜令和５年10⽉31⽇）に⾏った⾃家漁業の種類を以下の漁業
種類からすべて選んでください。

Ⅰ 漁業について

次のページへ

保存してログアウト

遠洋底びき網

以⻄底びき網

沖合底びき網１そうびき

沖合底びき網２そうびき

⼩型底びき網

船びき網

１そうまき遠洋 かつお・まぐろ

１そうまきその他

２そうまき

中・⼩型まき網

さけ・ます流し網

かじき等流し網

その他の刺網

さんま棒受網

⼤型定置網

さけ定置網

⼩型定置網

その他の網漁業

遠洋まぐろはえ縄

近海まぐろはえ縄

沿岸まぐろはえ縄

その他のはえ縄

遠洋かつお⼀本釣

近海かつお⼀本釣

沿岸かつお⼀本釣

遠洋・近海いか釣

沿岸いか釣

ひき縄釣

その他の釣

⼩型捕鯨

潜⽔器漁業

採⾙・採藻

その他の漁業

ぎんざけ養殖

にじます養殖

その他のさけ・ます養殖

ぶり類養殖

まだい養殖

ひらめ養殖

とらふぐ養殖

その他の⿂類養殖

ほたてがい養殖

かき類養殖

その他の⾙類養殖

くるまえび養殖

ほや類養殖

その他の⽔産動物類養殖

こんぶ類養殖

わかめ類養殖

のり類養殖

その他の海藻類養殖
真珠養殖

真珠⺟⾙養殖

くろまぐろ養殖

網漁業 はえ縄・釣・その他の漁業 海⾯養殖（種苗養殖含む）

２ 上の設問「１」で選んだ漁業種類のうち、販売⾦額の多かった上位３種類の漁業種類を選んで
ください。

１位を選択してください ▼１位︓
２位︓
３位︓

２位を選択してください ▼
３位を選択してください ▼

３ 過去１年間に漁獲・収獲した⽔産物で、販売⾦額の多かった上位３種類の⿂種を選んでくださ
い。

１位を選択してください ▼１位︓
２位︓
３位︓

２位を選択してください ▼
３位を選択してください ▼

４ 過去１年間に⾏った⾃家漁業の種類を以下の地⽅選定漁業種類からすべて選んでください。

ひき回し網１そうびき

ひき回し網２そうびき

さくらえび

たい２そうごち網

2023年漁業センサス実施事務局
〒103-0027
東京都中央区⽇本橋３－１３－５
ＫＤＸ⽇本橋３１３ビル ６Ｆ

問い合わせ先
0120-XXX-XXX

上記がつながらないお電話場合
03-XXXX-XXXX

2023年漁業センサスは農林⽔産省から委託を受けて、株式会社サーベイリサーチセンターが実施しています。
Copyright© 2023年漁業センサス実施事務局 All Rights Reserved.

別添７
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１ ２ ３ ４ ５ ６

2023年漁業センサス 漁業経営体調査票Ⅰ（個⼈経営体⽤）

５ 過去１年間に漁獲・収獲した⽔産物の販売⾦額(消費税込み)で当てはまるもの⼀つを選んでく
ださい。また、「10億円以上」の場合は⾦額も記⼊してください。

Ⅰ 漁業について

保存してログアウト

販売⾦額なし

100万円未満

100万円〜300万円未満

300万円〜500万円未満

500万円〜800万円未満

800万円〜1,000万円未満

1,000万円〜1,500万円未満

1,500万円〜2,000万円未満

2,000万円〜5,000万円未満

5,000万円〜１億円未満

１億円〜２億円未満

２億円〜５億円未満

５億円〜10億円未満

10億円以上

⾦額を⼊⼒ 億円 億円未満は四捨五⼊してください。

５－２ 過去１年間に漁獲・収獲した⽔産物の販売⾦額(消費税込み)のうち、海⾯養殖の販売⾦額
(消費税込み)で当てはまるもの⼀つを選んでください。また、「10億円以上」の場合は⾦額も記⼊
してください。

販売⾦額なし

100万円未満

100万円〜300万円未満

300万円〜500万円未満

500万円〜800万円未満

800万円〜1,000万円未満

1,000万円〜1,500万円未満

1,500万円〜2,000万円未満

2,000万円〜5,000万円未満

5,000万円〜１億円未満

１億円〜２億円未満

２億円〜５億円未満

５億円〜10億円未満

10億円以上

⾦額を⼊⼒ 億円 億円未満は四捨五⼊してください。

６ 過去１年間に漁獲・収獲した⽔産物を海外向けに出荷（輸出）していますか。また、「海外向
けに出荷している」場合は、すべての⽔産物の販売⾦額に占める割合を記⼊してください。

海外向けに出荷していない

海外向けに出荷している

割合を⼊⼒直接出荷
割合を⼊⼒漁業協同組合へ出荷
割合を⼊⼒その他貿易商社等へ出荷

%
%
%

直接出荷とは、⾃ら漁獲・収獲した⽔産物を、直接海
外向けに出荷（輸出）した場合が該当します。
漁業協同組合へ出荷とは、海外向けの出荷（輸出）を
⽬的として漁業協同組合へ出荷し、輸出に向けられた
ことが分かる場合⼜は出荷先の漁業協同組合において
海外向けの出荷（輸出）を⽬的としている⽔産物を出
荷した場合が該当します。
その他貿易商社等へ出荷とは、海外向けの出荷（輸
出）を⽬的とする貿易商社、卸売事業者等に出荷し、
輸出に向けられたことが分かる場合⼜は出荷先の貿易
商社、卸売事業者等において海外向けの出荷（輸出）
を⽬的としている⽔産物を出荷した場合が該当します。

７ 過去１年間の漁獲・収獲した⽔産物の出荷先選んでください。また、そのうち出荷額が最も多
かった出荷先を⼀つ選んでください。

漁業協同組合の市場または荷さばき所

漁業協同組合以外の卸売市場

流通業者・加⼯業者

⼩売業者・⽣協外⾷産業

外⾷産業

⾃営の直売所で消費者に直接販売

その他の直売所で消費者に直接販売

その他の⽅法で消費者に直接販売

その他の出荷先

漁業協同組合の市場または荷さばき所
漁業協同組合以外の卸売市場
流通業者・加⼯業者

⼩売業者・⽣協外⾷産業

外⾷産業
⾃営の直売所で消費者に直接販売

その他の直売所で消費者に直接販売

その他の⽅法で消費者に直接販売
その他の出荷先

すべての出荷先 出荷額が最も多かった出荷先

流通業者には、卸売問屋や商社などを含みます。
消費者に直接販売とは、⾃ら⽣産した⽔産物またはそれを使⽤した加⼯品を消費者に直接販売
しているものが該当します。
⾃営の直売所とは、漁業者⾃らが運営する直売所が該当します。
その他の直売所とは、共同で運営している直売所または他の⼈が運営している直売所が該当し
ます（漁業協同組合の直売所、道の駅など）。
その他の⽅法とは、移動販売やインターネット・電話等により消費者から直接注⽂を受けた販
売をいいます。

８ 過去１年間に⾏った漁業以外の事業について、当てはまるものすべてを選んでください。

⽔産物の加⼯

漁家⺠宿
漁家レストラン

遊漁船業
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８ 過去１年間に⾏った漁業以外の事業について、当てはまるものすべてを選んでください。

実宿泊者を⼊⼒ ⼈

９ 過去１年間の世帯の収⼊は、⾃家漁業とそれ以外の仕事ではどちらが多かったですか。当ては
まるもの⼀つを選んでください。

⾃家漁業の収⼊のみだった

⾃家漁業の収⼊の⽅が多かった

⾃家漁業以外の仕事の収⼊の⽅が多かった

ＭＳＣ（英国︔漁業）

ＡＳＣ（オランダ︔養殖）

ＭＥＬ（⽇本︔漁業・養殖）

ＢＡＰ（アメリカ︔養殖）

Ａｌａｓｋａ ＲＦＭ（アラスカ︔漁業）

ＧＬＯＢＡＬ Ｇ.Ａ.Ｐ.（ドイツ︔養殖）

いずれの認証も取得していない

⽔産物の加⼯

漁家⺠宿

漁家レストラン

遊漁船業

農業

⼩売

その他

⾏っていない

８－２ 過去１年間で漁家⺠宿の実宿泊者数を⼊⼒してください。

実宿泊者数は、1⼈が2泊3⽇しても「1⼈」と数えてください。なお、同⼀⼈物が⽉の前半に２
泊、後半に３泊など間を空けて宿泊した場合は「２⼈」と数えてください。

10 11⽉１⽇現在で漁業共済制度、または積⽴ぷらすに加⼊していますか。当てはまるものすべ
てを選んでください。なお、どちらも加⼊していない場合は、「どちらも加⼊していない」のみを
選んでください。

漁業共済に加⼊している

積⽴ぷらすに加⼊している

どちらも加⼊していない

⾃家漁業の収⼊には、共同経営や雇われて⾏った漁業は含みません。
⾃家漁業以外の仕事には、共同経営や雇われて⾏った漁業、不動産による収⼊などを含めます。
なお、年⾦や退職⾦、社会保障制度の給付⾦等による収⼊はどちらにも含みません。

11 11⽉１⽇現在で取得している⽔産エコラベル認証について、当てはまるものすべてを選んで
ください。なお、いずれの認証も取得していない場合は、「いずれの認証も取得していない」のみ
を選んでください。

⽔産エコラベルとは、⽣態系や資源の持続性に配慮した⽅法で漁獲⽣産された⽔産物を消費者
が選んで購⼊できるよう商品にラベルを表⽰する仕組みです。
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１ 過去１年間に漁業を⾏った満15歳以上の世帯員（11⽉１⽇時点）をすべて記⼊してください。
なお、漁業を⾏っていない世帯員や14歳以下の世帯員の記⼊は不要です。

Ⅱ 世帯について

保存してログアウト

経営主との続柄︓経営主 男・⼥ ▼性別 年 ▼⽣年⽉ ⽉ ▼

経営⽅針の決定に関与した

⽇数を⼊⼒⾃家漁業の従事⽇数 ⽇
⽇数を⼊⼒うち、海上作業⽇数 ⽇

⾃家漁業の海上作業⽇数が多かった漁業種類
１位を選択してください ▼１位︓

２位︓
３位︓

２位を選択してください ▼
３位を選択してください ▼

⽇数が多かった仕事

⽇数が最も多かった仕事

選択してください ▼

選択してください ▼

以下から当てはまるものをすべて選んでください。
10⽉下旬に⾃家漁業の海上作業

⾃家漁業の陸上作業

過去１年以内に漁業を始めた

うち、今年の３⽉に卒業した

⾃家漁業以外の⾃営業をした

共同経営の漁業の仕事をした

雇われて漁業の仕事をした

雇われて漁業以外の仕事をした

１⼈⽬

２⼈⽬以降を追加する

２ 11⽉１⽇時点の住居および⽣計をともにする世帯員の⼈数を記⼊してください。

⼈数を⼊⼒すべての世帯員 ⼈
⼈数を⼊⼒うち、満14歳以下の世帯員 ⼈

⼈数を⼊⼒ ⼈
⼈数を⼊⼒ ⼈

男 ⼥

３ 11⽉１⽇時点ですでに漁業に従事している⾃家漁業の後継者はいますか。当てはまるもの⼀
つを選んでください。

後継者はいる

後継者はいない

ここでいう後継者は、すでに漁業に従事しており、過去１年間に漁業を⾏った⼈で、⾃家漁業
を継ぐ予定の⼈を指します。
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保存してログアウト

１ 11⽉１⽇時点で海上作業に雇っている⼈の⼈数をそれぞれ記⼊してください。
なお、世帯員の⽅は含めません。
また、雇った⼈がいない場合は、「海上作業に雇った⼈はいない」のみ選んでください。

Ⅲ ⾃家漁業に雇った⼈について

過去１年以内に漁業を始めた⼈とは、次の⼈をいいます。
①新たに漁業を始めた⼈
②過去に漁業に従事していて再び漁業に戻ってきた⼈
③他の仕事が主であったが漁業が主となった⼈

⼈数を⼊⼒⽇本⼈ ⼈

⼈数を⼊⼒うち、過去１年以内に
漁業を始めた⼈ ⼈

⼈数を⼊⼒外国⼈ ⼈

海上作業に雇った⼈はいない

１－２ 海上作業に雇っている⽇本⼈のうち、過去1年間で30⽇以上の海上作業を⾏った⼈数を男
⼥別・年齢別に記⼊してください。

⼈数を⼊⼒15〜19歳 ⼈
⼈数を⼊⼒20〜24歳 ⼈

⼈数を⼊⼒ ⼈
⼈数を⼊⼒ ⼈

男 ⼥

⼈数を⼊⼒25〜29歳 ⼈
⼈数を⼊⼒30〜34歳 ⼈

⼈数を⼊⼒ ⼈
⼈数を⼊⼒ ⼈

⼈数を⼊⼒35〜39歳 ⼈
⼈数を⼊⼒40〜44歳 ⼈

⼈数を⼊⼒ ⼈
⼈数を⼊⼒ ⼈

⼈数を⼊⼒45〜49歳 ⼈
⼈数を⼊⼒50〜54歳 ⼈

⼈数を⼊⼒ ⼈
⼈数を⼊⼒ ⼈

⼈数を⼊⼒55〜59歳 ⼈
⼈数を⼊⼒60〜64歳 ⼈

⼈数を⼊⼒

⼈数を⼊⼒

⼈数を⼊⼒65〜69歳 ⼈
⼈数を⼊⼒70〜74歳 ⼈

⼈数を⼊⼒

⼈数を⼊⼒

⼈数を⼊⼒75歳以上 ⼈
⼈数を⼊⼒合計 ⼈

⼈数を⼊⼒

⼈数を⼊⼒

⼈
⼈
⼈
⼈

⼈
⼈

２ 過去１年間の漁業の陸上作業において、最もさかんな時期に雇った⼈数を記⼊してください。
なお、世帯員の⽅は含めません。

最もさかんな時期とは、⼀番多くの⼈数を雇った⽉のことを指します。雇った⼈の労働時間や
⽇数は関わりありません。

⼈数を⼊⼒男 ⼈

⼈数を⼊⼒ ⼈

⼈数を⼊⼒合計 ⼈

⼥
陸上作業とは、漁業に係る海上作業以外のすべての作業をいい、具
体的には次のようなものをいいます。
①漁船や漁網等の修理・整備（停泊中の漁船内で⾏った場合を含め
ます。）
②漁具や⾷料品の積み込み作業
③出港時の漁船の引き下ろし、帰港時の引き上げ、悪天候時の出港
待機
④餌の仕⼊れ、調餌作業
⑤真珠の核⼊れ作業、真珠の採取作業
⑥⾙掃除作業、⾙のむき⾝作業、わかめの乾燥作業
⑦漁獲物を出荷するまでの運搬、箱詰め等の作業
⑧⾃家製産物を主たる原料とした⽔産加⼯品の製造・加⼯作業（た
だし、⼯場・作業所とみられるものがあり、専従の常時従業者が製
造活動をしている場合は除く）
⑨⾃家漁業の経理、計算、帳簿管理、指揮監督、技術講習等の管理
運営に係る作業
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１ 過去１年間の漁業に使⽤した漁船の種類について、当てはまるものすべてを選んでください。
また、11⽉１⽇現在で持っている漁船の隻数を記⼊してください。

Ⅳ 漁船について

保存してログアウト

無動⼒漁船を使⽤した

船外機付漁船を使⽤した

動⼒漁船を使⽤した

漁船を使⽤していない

持っている漁船数 隻

持っている漁船数 隻

使⽤した漁船とは、所有・借⼊れ問わず、過去１年間で漁業に使⽤した漁船をいいます。
持っている漁船とは、使⽤した漁船のうち、11⽉１⽇現在⾃らが管理運営する漁船をいいます。
なお、貸出している漁船は含みません。

複数の無動⼒漁船に１台の船外機を回しつけ
て使⽤した場合は、1隻を船外機付漁船とし、
残りを無動⼒漁船と数えてください。

１－２ 過去１年間に使⽤した動⼒漁船の総トン数をすべて記⼊し、11⽉１⽇現在で持っている
かいないかを記⼊してください。また、11⽉１⽇現在で持っている漁船は、漁船ごとに過去１年
間の出漁⽇数、出漁⽇数の多かった漁業種類、販売⾦額が多かった漁業種類を記⼊してください。

使⽤した漁船とは、所有・借⼊れ問わず、過去１年間で漁業に使⽤した漁船をいいます。
持っている漁船とは、使⽤した漁船のうち、11⽉１⽇現在⾃らが管理運営する漁船をいいます。
なお、貸出している漁船は含みません。

総トン数

１隻⽬

持っている漁船数 隻

出漁⽇数が多かった漁業種類
１位を選択してください ▼１位︓

２位︓
３位︓

２位を選択してください ▼
３位を選択してください ▼

販売⾦額が多かった漁業種類
１位を選択してください ▼１位︓

２位︓
３位︓

２位を選択してください ▼
３位を選択してください ▼

２隻⽬以降を追加する

11⽉１⽇現在で持っていればチェック
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１ 11⽉１⽇現在の⿂類養殖について、養殖施設全体の⾯積と養殖に使⽤している⾯積を記⼊し
てください。なお、養殖に使⽤している⾯積は⿂類を放養していないいけすや⽔槽の⾯積は含めま
せん。

Ⅴ 海⾯養殖業について

保存してログアウト

⾯積を⼊⼒ぶり類 ㎡
⾯積を⼊⼒まだい ㎡

⾯積を⼊⼒ ㎡
⾯積を⼊⼒ ㎡

養殖施設全体の⾯積 うち、養殖に使⽤している⾯積

⾯積を⼊⼒ひらめ ㎡

⾯積を⼊⼒とらふぐ ㎡

⾯積を⼊⼒ ㎡

⾯積を⼊⼒ ㎡

⾯積を⼊⼒くろまぐろ ㎡
⾯積を⼊⼒合計 ㎡

⾯積を⼊⼒ ㎡
⾯積を⼊⼒ ㎡

⾯積を⼊⼒うち、陸上⽔槽 ㎡

⾯積を⼊⼒うち、陸上⽔槽 ㎡

養殖施設全体の⾯積とは、事務や屋内加⼯設備などの家屋、駐⾞場、いけすなどの放養場すべ
て合算した⾯積です。
養殖に使⽤している⾯積とは、⿂類を養殖し育てるいけすや⽔槽などで現在使⽤している⾯積
です。
どちらも借りている⾯積を含めます。

２ ほたてがい養殖について、養殖の⽅法別に以下の内容を記⼊してください。

台数を⼊⼒いかだの台数 台
⾯積を⼊⼒いかだ１台の平均⾯積 ㎡

いかだ垂下式、簡易垂下式

⻑さを⼊⼒幹縄の⻑さ ｍ
はえ縄式

３ かき類養殖について、養殖の⽅法別に以下の内容を記⼊してください。

台数を⼊⼒いかだの台数 台
⾯積を⼊⼒いかだ１台の平均⾯積 ㎡

いかだ垂下式、簡易垂下式

⻑さを⼊⼒幹縄の⻑さ ｍ
はえ縄式

⾯積を⼊⼒養殖場全体の⾯積 ｍ
地まき式、そだひび式

４ わかめ類養殖について、幹縄の⻑さを記⼊してください。

⻑さを⼊⼒幹縄の⻑さ ｍ

５ のり類養殖について、施設の⾯積を記⼊してください。

⾯積を⼊⼒施設の⾯積 ㎡

のり類養殖の施設⾯積は、何枚重ね張りしても１枚の網ひびの⾯積としてください。また、潮
通しや船通しは含みません。

６ 真珠養殖について、かご100吊りを１台に換算したいかだ台数を記⼊してください。

台数を⼊⼒いかだの台数 台

７ 真珠⺟⾙養殖について、かご100吊りを１台に換算したいかだ台数を記⼊してください。

台数を⼊⼒いかだの台数 台
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、
ご
協
⼒
の
お
願
い
、
広
報
資
料
等
を
分
か
り
や

す
く
す
る
た
め
の
課
題
の
洗
い
出
し
（
⾒
直
し
検
討
事
項
の
調
査
項
⽬
の

把
握
可
否
の
確
認
を
含
む
。
）

（
調
査
実
施
主
体
、
漁
協
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
）


オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
回
答
率
を
向
上
す
る
た
め
、
市
町
村
、
漁
協
等
に
お

け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
回
答
ブ
ー
ス
の
設
置
可
否
、
設
置
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
の
洗
い
出
し

（
調
査
実
施
主
体
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
）


郵
送
調
査
の
効
率
的
な
進
め
⽅
、
回
収
率
を
向
上
す
る
た
め
の
取
り
組
み

に
関
す
る
意
⾒
聴
取

＜
関
連
事
業
者
か
ら
の
情
報
収
集
＞


海
⾯
漁
業
調
査
漁
業
経
営
体
調
査
以
外
の
各
調
査
を
⺠
間
委
託
す
る
際
の
受
注

可
能
な
業
務
範
囲
、
費
⽤
の
確
認


調
査
票
の
O
CR
読
み
取
り
精
度
向
上
す
る
た
め
に
、
調
査
票
印
刷
業
務
、
調
査

票
⼊
⼒
業
務
の
調
達
時
に
留
意
す
べ
き
要
件
と
当
該
要
件
を
⼊
れ
た
場
合
の
費

⽤
の
確
認


オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
の
利
⽤
率
を
拡
⼤
す
る
た
め
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
を
利
⽤
し
た
回
答
が
可
能
な
シ
ス
テ
ム
と
す
る
た
め
に
必
要
な
要

件
、
費
⽤
の
確
認


過
去
の
調
査
請
負
業
者
に
対
す
る
郵
送
調
査
の
効
果
的
・
効
率
的
な
督
促
⽅
法
、

回
収
率
の
向
上
に
資
す
る
取
組
事
例
の
収
集

１
⽬
的

２
検
証
業
務
に
お
け
る
検
討
事
項

３
検
証
業
務
の
内
容

改
善
案
の
作
成
等

参考
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円
滑
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
実
施
の
観
点
か
ら
、
以
下
の
地
域
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
実
施
地
域
の
選
定
か
ら
除
外
す
る
。

①
こ
れ
ま
で
試
⾏
調
査
を
実
施
し
た
都
道
府
県
及
び
地
⽅
組
織
の
配
慮
（
不
公
平
感
の
解
消
）
か
ら

a.
海
⾯
漁
業
調
査
・
流
通
加
⼯
調
査
に
お
い
て
は
、
過
去
６
回
分
の
漁
業
セ
ン
サ
ス
試
⾏
調
査
（
第
８
次
〜
20
18
年
）
及
び
過
去
２
回
分
の
農
林
業
セ
ン
サ
ス
試

⾏
調
査
（
20
20
年
及
び
20

15
年
）
実
地
道
県

b.
内
⽔
⾯
漁
業
調
査
に
お
い
て
は
、
過
去
１
回
分
の
漁
業
セ
ン
サ
ス
施
⾏
調
査
（
20
18
年
）
及
び
農
林
業
セ
ン
サ
ス
試
⾏
調
査
（
20
20
年
）
実
施
道
県

②
東
⽇
本
⼤
震
災
被
災
地
域
（
岩
⼿
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
）

③
島
嶼
部
（
離
島
振
興
法
（
昭
和
28
年
法
律
第
72
号
）
第
２
条
第
１
項
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
て
い
る
地
域
等
）
な
ど

多
様
な
漁
業
種
類
を
営
む
経
営
体
、
個
⼈
経
営
体
及
び
団
体
経
営
体
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
海

⾯
漁
業
地
域
調
査
、
流
通
加
⼯
調
査
に
係
る
検
証
も
可
能
と
な
る
よ
う
、
以
下
を
実
施
地
域
の
候
補
と
し

て
選
定
す
る
。

①
営
ん
だ
漁
業
種
類
数
の
多
い
市
町
村

②
団
体
経
営
体
が
存
在
す
る
市
町
村

③
海
⾯
漁
業
地
域
調
査
の
調
査
対
象
が
存
在
す
る
市
町
村

④
⿂
市
場
、
冷
凍
・
冷
蔵
、
⽔
産
加
⼯
場
が
存
在
す
る
市
町
村

多
様
な
漁
業
（
養
殖
）
種
類
を
営
む
経
営
体
、
個
⼈
経
営
体
及
び
団
体
経
営
体
を
対
象
と
す
る
こ
と
が

で
き
、
内
⽔
⾯
漁
業
地
域
調
査
に
係
る
検
証
も
可
能
と
な
る
よ
う
、
以
下
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
検
証
の
実
施

地
域
の
候
補
と
し
て
選
定
す
る
。

①
団
体
経
営
体
が
存
在
す
る
市
町
村

※
団
体
経
営
体
（
湖
沼
82
経
営
体
、
養
殖
83
6経

営
体
）
が
対

象
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
２
と
選
定
優
先
順
位
を
⼊
替

②
内
⽔
⾯
漁
業
地
域
調
査
の
調
査
対
象
が
存
在
す
る
市
町
村
（
湖
沼
）

③
営
ん
だ
漁
業
（
養
殖
）
種
類
数
の
多
い
市
町
村

４
調
査
関
係
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
実
施
地
域

太
平
洋

：
和
歌
⼭
県
⽥
辺
市

⽇
本
海

：
富
⼭
県
射
⽔
市

東
シ
ナ
海
：
⼭
⼝
県
⻑
⾨
市

瀬
⼾
内
海
：
⼤
分
県
⼤
分
市

＜
湖
沼
＞

霞
ケ
浦
：
茨
城
県
稲
敷
市

三
⽅
湖
：
福
井
県
若
狭
町

東
郷
池
：
⿃
取
県
湯
梨
浜
町

＜
養
殖
＞

⼭
形
県
⼭
形
市

茨
城
県
稲
敷
市

⿅
児
島
県
志
布
志
市

海
⾯
漁
業
調
査
・
流
通
加
⼯
調
査

内
⽔
⾯
漁
業
調
査

備
考

20
23
年
漁
業
セ
ン
サ
ス

試
⾏
調
査
に
代
わ
る
⺠
間
委
託
に
よ
る
調
査
⼿
法
、
調
査
内
容
等
の
検
証
に
つ
い
て
（
案
）
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